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二
○
二
一
年
現
在
、
国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）
第
三
作
業
部
会
（
Ｗ
Ｇ
Ⅲ
）
に
お
い
て
進
行
中
の
投
資
家
対
国

（
１
）

家
紛
争
処
理
制
度
改
革
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
多
種
多
様
な
論
点
の
一
つ
に
、
判
断
者
の
多
様
性
が
あ
る
。
判
断
者
が
「
白
人
・
男

性
・
高
齢
者
」
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
紛
争
処
理
制
度
の
正
統
性
向
上
の
観
点
か
ら
こ
の
よ
う
な
偏
り
を
是

（
２
）

正
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
次
第
に
力
を
得
て
き
て
い
る
。

国
際
裁
判
・
仲
裁
に
お
け
る
判
断
者
の
多
様
性
に
関
す
る
覚
書

ｌ
投
資
仲
裁
に
お
け
る
仲
裁
人
の
属
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
に
Ｉ

目
次

は
じ
め
に

第
１
節
投
資
仲
裁
に
お
け
る
現
状

第
２
節
多
様
性
の
欠
如
が
な
ぜ
問
題
な
の
か

１
制
度
の
正
統
性
へ
の
影
響

２
ど
の
よ
う
な
多
様
性
が
必
要
な
の
か

第
３
節
多
様
性
確
保
の
た
め
の
措
置

お
わ
り
に

は
じ
め
に

濱
本
正
太

郎
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類
似
の
批
判
と
改
革
提
案
は
他
の
国
際
裁
判
所
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
、
後
に
見
る
よ
う
に
既
に
一
定
の
是
正
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
も
の

（
３
）
（
４
）

も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
多
様
性
の
欠
如
が
特
に
指
摘
さ
れ
る
投
資
仲
裁
を
素
材
と
し
、
他
の
国
際
裁
判
所
の
例
に
も
触
れ
つ
つ
、
問
題
の
あ

（
５
）

り
か
と
あ
る
べ
き
方
向
と
を
探
っ
て
み
た
い
。

（
１
）
裁
判
官
・
仲
裁
人
の
両
者
を
包
含
す
る
表
現
と
し
て
、
便
宜
的
に
「
判
断
者
」
の
語
を
用
い
る
。
英
仏
語
で
も
適
切
な
語
を
見
つ
け
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
。
英
語
で
は

且
ｐ
ｇ
８
８
厨
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
穂
、
⑮
．
唄
爵
ｇ
再
具
雪
○
吋
置
属
国
○
５
日
旨
く
①
の
８
吋
‐
陣
胃
①
口
唇
旨
①
の
①
己
①
日
①
貝
爵
昏
目
〕
）
○
口
吾
①
弓
○
禺
○
国
威

９
日
甲
昌
口
昏
の
①
の
巴
○
口
言
①
ロ
ロ
伊
甲
④
○
Ｒ
ｏ
ｇ
Ｈ
ｇ
ｇ
）
、
ロ
ｚ
・
ロ
○
○
．
シ
Ｓ
ｚ
・
迫
己
虐
も
胃
伊
里
が
、
こ
れ
は
裁
判
官
言
后
①
の
）
を
想
起
さ
せ
る
た
め
言
⑮
Ｑ
・
頤
詞
ｇ
ｏ
再
呉

雪
日
百
個
の
８
５
日
戸
口
蔚
普
日
‐
陣
閂
①
目
ｇ
具
①
艀
圧
９
房
日
記
①
昏
吋
且
目
昏
の
言
○
禺
○
ご
厨
昏
国
軍
四
瞥
普
門
出
目
（
冨
ｇ
ｇ
》
雇
ｉ
届
○
９
８
胃
ｇ
ご
）
．
ロ
・
Ｚ
・
ロ
ｇ
、

シ
、
○
ｚ
・
望
己
晨
↓
口
胃
勝
．
閉
ゞ
圏
《
圏
）
、
号
。
画
目
白
鳥
①
厨
（
穂
⑮
⑮
由
．
罰
ｇ
ｏ
再
呉
言
日
画
ｐ
ｍ
９
Ｏ
ｇ
日
（
旨
急
昇
日
‐
津
具
①
貝
ｇ
貝
①
靜
己
９
５
貝
詞
①
さ
吋
旦
８
９
①

言
。
爵
。
酋
蔚
９
時
ｑ
巾
員
昏
開
出
目
（
く
５
回
目
伊
＄
○
９
８
９
曲
ｚ
ｏ
蔚
日
ず
閂
９
房
）
ゞ
ロ
．
Ｚ
．
ｐ
８
．
シ
、
ｏ
ｚ
ｂ
お
霞
も
胃
腸
．
臼
‐
湯
）
や
国
９
口
巴
日
の
目
冨
愚
皀
○
苛
耳
牙
①

艀
貝
①
国
凰
呉
切
巴
①
ａ
８
ｍ
目
ｇ
ｇ
日
日
５
日
具
扇
ロ
の
国
宮
口
巴
日
①
日
冨
筋
．
ぷ
ｚ
ｏ
く
９
号
閏
９
９
ゞ
ロ
．
ｚ
・
ロ
月
．
シ
Ｂ
ｚ
・
電
雪
口
日
亘
弓
．
呂
望
と
も
表
記
さ
れ
る
。
仏

語
で
は
、
忌
○
己
の
貝
呂
貝
巨
呂
①
の
と
い
う
か
な
り
無
理
の
あ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
角
四
ｇ
ｏ
耳
目
印
○
眉
①
号
舛
画
く
農
日
角
の
ざ
目
〕
の
目
融
哩
①
日
①
貝

、

。
閉
口
氏
陣
①
ロ
号
①
貝
届
旨
く
Ｂ
ロ
＄
①
匡
厨
円
両
国
扇
）
の
ｐ
Ｈ
庁
の
陣
画
く
煙
匡
肖
旦
の
闇
耳
①
具
①
吉
日
は
⑩
日
①
路
閉
ご
ロ
（
ぐ
話
口
口
①
．
＄
○
ｇ
○
ず
愚
山
口
Ｏ
く
①
ロ
旨
尉
四
日
四
・
○
ｚ
ｐ
ｐ
ｏ
ｏ

シ
、
○
ｚ
ら
お
詮
ゞ
ロ
四
国
の
．
臼
１
場
）
が
、
日
①
日
胃
①
の
号
の
凰
冒
ご
呂
閤
角
ｇ
ｇ
耳
目
胃
○
口
月
号
再
画
く
且
日
完
の
ざ
員
ロ
①
目
吊
但
①
日
の
貝
号
の
農
諒
Ｈ
①
且
の
①
ロ
ロ
の

曰
く
①
呂
閉
２
筋
２
国
国
逗
留
邑
閉
可
豊
四
目
回
①
呂
耳
ｇ
５
吉
日
忌
日
の
の
①
の
里
○
口
三
行
口
月
面
と
８
８
胃
①
９
９
）
ゞ
○
ｚ
ｑ
ｐ
Ｏ
ｏ
．
シ
Ｂ
ｚ
・
望
己
虐
も
胃
騨
望
、
さ
ら
に
は

肩
吋
の
○
口
ロ
①
印
画
ｇ
①
赤
①
の
四
耳
目
呂
閂
号
の
農
嵌
Ｈ
①
且
の
急
武
．
）
の
よ
う
に
記
述
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
上
位
概
念
を
構
築
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て

閂
巨
貫
①
の
①
ご
侭
吊
の
よ
う
に
併
記
す
る
こ
と
も
あ
る
言
、
旨
、
豊
．
罰
ｇ
ｇ
耳
目
９
呂
月
号
可
画
く
邑
日
（
忍
さ
目
吊
目
融
哩
９
５
日
号
の
胃
罫
９
号
呂
陣
の

、

曰
く
①
の
陣
の
の
①
日
の
円
回
国
扇
）
の
日
庁
の
陣
画
く
四
匡
〆
回
①
の
画
再
①
貝
①
吉
日
丘
の
日
①
の
①
の
巴
○
口
（
急
①
口
口
①
、
崖
１
房
○
○
８
頁
①
ｇ
こ
）
．
Ｏ
ｚ
ｄ
ｐ
ｏ
ｏ
．
シ
、
○
ｚ
・
望
己
晨
”
ロ
閂
四
の
．
閉
．
留
、
誤
）
。

（
２
）
執
筆
者
（
潰
本
）
は
、
投
資
紛
争
処
理
制
度
改
革
あ
る
い
は
国
際
紛
争
処
理
機
関
の
正
統
性
に
つ
い
て
論
じ
た
機
会
に
判
断
者
の
多
様
性
に
つ
い
て
も
触
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
引
用
文
献
を
含
め
、
可
能
な
限
り
重
複
を
避
け
て
い
る
が
、
完
全
に
は
避
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
参
照
、
演
本
正
太
郎
「
常
設
投
資
裁
判

所
構
想
に
つ
い
て
ｌ
ョ
－
ロ
ッ
パ
連
合
に
よ
る
提
案
を
中
心
に
Ｉ
（
そ
の
２
と
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
四
巻
九
号
（
二
○
一
七
年
）
三
三
頁
、
三
四
‐
三
六
頁
、

ｍ
ｇ
Ｂ
ｇ
国
臼
ｐ
ｇ
５
８
・
《
宅
①
胃
ｇ
●
」
の
①
己
ｇ
馬
具
呉
巨
ｇ
貝
①
奥
｝
ミ
〕
日
帰
国
．
ぐ
国
匡
巴
＄
８
．
日
言
臼
く
蜀
菖
圏
興
唇
詞
、
冒
註
。
萬
口
胃
冒
、
ミ
さ
苫
員
、
戸
○
四
口
号
且
Ｑ
ｍ
ｐ

ｏ
目
旨
凰
借
①
ご
昌
蔚
風
ご
印
①
＄
ｇ
ｇ
も
．
己
ゞ
９
．
巴
‐
霞
あ
ｇ
ｇ
ｇ
西
日
目
日
Ｏ
Ｂ
豊
席
四
目
届
昌
○
国
日
①
昌
豊
呂
巴
シ
巳
且
旨
呂
８
．
・
員
冒
、
冒
苫
３
画
苫
逼
具
§
ミ
ミ
ミ

冒
討
ミ
ミ
ミ
ミ
、
さ
ら
ミ
ミ
ミ
旧
画
ご
》
○
且
〕
ａ
ご
巳
蔚
旦
ご
印
①
閉
（
目
冒
の
Ｅ
ｇ
８
ｇ
ｅ
ゞ
曽
田
言
詳
言
○
旦
畠
）
．

（
３
）
本
稿
執
筆
者
（
濱
本
）
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ｇ
Ⅲ
に
お
い
て
日
本
政
府
代
表
団
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
に
示
し
た
見
解
は
、
日
本
政
府
代
表
団
の
見
解
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投
資
仲
裁
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
が
公
表
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
完
全
な
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
、

（
６
）

投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）
が
扱
っ
た
事
例
（
投
資
仲
裁
事
例
の
約
六
割
を
占
め
る
）
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
統
計
情

報
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
二
○
二
○
年
末
ま
で
に
扱
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
仲
裁
人
・
調
停
人
・
特
別
委
員

会
委
員
の
四
七
％
が
西
欧
、
二
○
％
が
北
米
（
メ
キ
シ
コ
含
む
）
、
二
％
が
南
米
、
二
％
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
、
四
％
が
中
東
・
北
ア
フ

リ
カ
、
三
％
が
東
欧
・
中
央
ア
ジ
ア
、
二
％
が
中
米
・
カ
リ
ブ
、
二
％
が
サ
ヘ
ル
以
南
ア
フ
リ
カ
出
身
（
国
籍
）
で
あ
り
、
圧
倒
的
に
西

（
７
）
（
８
）

欧
・
北
米
に
偏
っ
て
い
る
。
ま
た
、
八
八
％
が
男
性
、
女
性
は
わ
ず
か
一
二
％
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
以
外
の
仲
裁
機
関
が
扱
っ
た
事
例
（
完
全
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
仲
裁
も
含
む
）
を
も
含
め
た
崗
目
彊
且
ら
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
二
○
一
六
年
末
ま
で
の
事
例
に
お
い
て
最
も
数
多
く
選
任
さ
れ
た
方
か
ら
数
え
て
二
五
番
目
ま
で
の
仲
裁
人
の
う
ち
、
二
一
人
が
西

欧
・
北
米
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
で
あ
り
、
他
の
四
名
も
活
動
の
本
拠
を
西
欧
・
北
米
に
置
い
て
い
る
。
ま
た
、

二
五
名
中
女
性
は
二
名
（
た
だ
し
上
位
二
名
が
女
性
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
五
名
は
、
人
数
で
は
仲
裁
人
全
員
の
四
％
に
過
ぎ
な
い
が
、
選
任

（
５
）
本
稿
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
段
階
で
、
印
①
冨
腰
ｇ
①
ロ
の
巴
：
国
⑮
息
ご
Ｑ
ミ
ロ
ミ
涜
魯
§
昔
冒
ミ
ミ
冒
薑
ミ
牌
琶
３
．
．
弓
ざ
齢
昏
昏
烏
見
日
甘
ａ
・
胃
昏
ａ

口
己
ぐ
①
ｚ
ｑ
印
の
ｍ
の
ゞ
曽
呂
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿
で
述
べ
る
こ
と
の
多
く
が
同
書
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
時
点
で
あ
え
て
本
稿
を
発
表
す
る
意
義
に
つ
い
て
は

疑
問
の
余
地
も
あ
ろ
う
が
、
本
論
点
の
日
本
語
で
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
の
価
値
は
少
な
く
と
も
あ
る
こ
と
を
祈
る
。
本
稿
の
推
敲
に
際
し
て
可
能
な
限
り
同
書
の
成
果
を

取
り
込
ん
で
い
る
。

（
４
）
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
国
家
間
仲
裁
に
つ
い
て
は
多
様
性
の
観
点
か
ら
の
批
判
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
ド
ホ
ッ
ク
仲
裁
の
場
合
は
、
仲
裁
廷
に
よ
る
紛
争
処
理
が
な
さ

れ
る
だ
け
で
僥
倖
と
も
言
え
る
た
め
、
仲
裁
廷
の
構
成
に
つ
き
批
判
を
す
る
余
地
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
国
連
海
洋
法
条
約
附
属
害
Ⅶ
の
仲
裁
の
よ
う
に
、

義
務
的
管
轄
を
有
し
、
国
際
司
法
裁
判
所
や
国
際
海
洋
法
裁
判
所
と
並
ぶ
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
こ
の
観
点
か
ら
の
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と

義
務
的
管
轄
を
有
し
、
国
志

に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。第

１
節
投
資
仲
裁
に
お
け
る
現
状
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こ
の
よ
う
な
偏
り
の
原
因
は
、
も
ち
ろ
ん
仲
裁
人
が
基
本
的
に
は
当
事
者
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
当
事
者
が
判
断
者
を
選
任

し
な
い
常
設
裁
判
所
の
場
合
、
少
な
く
と
も
国
籍
・
地
域
・
法
体
系
に
つ
い
て
は
判
断
者
全
体
の
間
で
一
定
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
く
設
立

文
書
に
お
い
て
明
示
規
定
が
置
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
（
例
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
三
条
一
項
・
九
条
、
国
際
海
洋
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）
規
程
二

条
二
項
・
三
条
二
項
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
紛
争
解
決
了
解
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
）
一
七
条
三
項
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
規
程
三
六
条
八
冥
叫
）
。

た
だ
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
新
し
い
裁
判
所
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
以
外
は
そ
の
設
立
文
書
に
定
め
を
置
い
て
い
な
い
。

（
ｕ
）
（
胆
）

そ
の
結
果
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
で
は
一
五
名
中
三
名
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
で
は
二
一
名
中
四
名
が
女
性
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

仲
裁
の
場
合
、
基
本
的
に
は
紛
争
当
事
者
が
仲
裁
人
を
選
任
す
る
。
そ
の
場
合
、
紛
争
当
事
者
と
し
て
は
、
必
要
な
独
立
性
・
不
偏
性
を

維
持
し
な
が
ら
に
し
て
自
ら
に
有
利
な
判
断
を
し
て
く
れ
そ
う
で
あ
り
、
か
つ
、
他
の
仲
裁
人
を
説
得
す
る
能
力
と
権
威
と
を
持
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
仲
裁
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
よ
う
な
能
力
と
権
威
と
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
最
良
の

（
過
）

デ
ー
タ
は
、
そ
の
者
が
関
与
し
た
過
去
の
仲
裁
判
断
・
国
際
裁
判
例
に
あ
る
。
と
す
る
と
、
既
に
経
験
あ
る
者
が
選
ば
れ
る
頻
度
が
高
く
な

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
投
資
仲
裁
が
興
隆
し
始
め
た
二
○
○
○
年
代
初
頭
に
国
際
裁
判
や
国
際
商
事
仲
裁
の
経
験
を
有
し
て
い
た
者
（
Ⅱ
仲

裁
人
候
補
者
に
な
り
や
す
か
っ
た
者
）
の
多
く
が
西
欧
・
北
米
出
身
の
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
傾
向
が
今
日
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
る

（
９
）

回
数
で
は
全
体
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
。

と
考
え
ら
れ
る
。

（
ｕ
）

ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
で
は
国
内
裁
判
所
の
裁
判
官
の
過
半
数
が
女
性
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

仲
裁
人
の
男
性
偏
重
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
長
や
最
上
級
審

（
喝
）

裁
判
官
の
過
半
数
は
男
性
で
あ
る
国
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
、
ま
た
、
熟
練
の
法
律
家
が
裁
判
官
に
な
る
こ
と
の
多
い
コ
モ
ン
ロ
ー
系

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
マ
ル
タ
・
キ
プ
ロ
ス
）
で
は
裁
判
官
の
過
半
数
は

（
略
）

い
ま
だ
に
男
性
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
裁
判
官
と
い
う
職
業
に
女
性
が
進
出
し
始
め
た
の
が
最
近
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
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【表l】

【表2】

際
、
仲
裁
人
に
選
任
さ
れ
る
女
性
の
割
合
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
国
際
商
事
仲
裁
を

含
む
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
○
年
に
は
一
％
程
度
で
あ
っ
た
の
が
二
○
一
九
年
で

（
Ⅳ
）

は
二
○
％
を
越
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

当
事
者
が
仲
裁
人
を
選
任
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
仲
裁
人
の
多
様
性
欠
如
の
原

因
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
事
実
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
。
ま
ず
、
紛
争
当
事
者
間
で

（
例
え
ば
三
人
仲
裁
廷
の
場
合
三
人
目
の
仲
裁
人
に
つ
き
）
合
意
が
で
き
な
い
な
ど
の
場

合
に
は
選
任
権
者
（
号
の
四
ｇ
ｏ
甘
冒
ｍ
ｇ
ｓ
ｏ
壗
辱
）
が
当
該
仲
裁
人
を
選
任
す
る
と
こ

ろ
、
選
任
権
者
に
選
ば
れ
た
仲
裁
人
の
多
様
性
は
紛
争
当
事
者
が
選
任
す
る
仲
裁
人

の
場
合
と
比
べ
る
と
高
い
程
度
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
二
○
二
○
年
末
ま
で
に
扱
っ
た
事
案
に
つ
き
表
に
す
る
と
、

（
肥
）

表
１
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
一
九
六
六
年
か
ら
二
○
二
○
年
ま
で
を
通
じ
た
統
計
で
あ
る
が
、
二
○
二

（
⑲
）

○
年
一
年
間
に
限
っ
て
み
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
な
る
。

他
方
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
選
任
と
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
選
任

と
の
間
で
そ
れ
ほ
ど
差
が
な
い
。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
選
任
す
る
仲
裁
人
・
特

（
釦
）

別
委
員
会
委
員
は
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
議
長
（
一
○
名
以
内
）
・
条
約
当
事
国
（
各
国
四
名
以

内
）
が
作
成
す
る
仲
裁
人
候
補
者
リ
ス
ト
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
条
約
一
三
条
）
の
中
か
ら
選

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
（
同
四
○
条
一
項
、
五
二
条
三
項
）
の
た
め
と
思

わ
れ
る
。
二
○
二
一
年
二
月
現
在
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
議
長
指
名
の
一
○
名
は
男
女
同
数

西欧 北米 南米
アジア．

太平洋
中東．

北アフリカ
東欧．
中央アジア

中米．
カリブ

サヘル以南
アフリカ

全体 47％ 20％ 11％ 11％ 4％ 3％ 2％ 2％

当事者選任 48％ 24％ 11％ 8％ 3％ 3％ 2％ 1％

ICSID選任 43％ 12％ 11％ 17％ 5％ 3％ 6％ 4％

西欧 北米 南米
アジア．

太平洋
中東．

北アフリカ
東欧．

中央アジア
中米．
カリブ

サヘル以南
アフリカ

全体 41％ 19％ 16％ 12％ 4％ 3％ 3％ 2％

当事者選任 45％ 20％ 20％ 6％ 3％ 2％ 0％ 3％

ICSm選任 32％ 8％ 17％ 24％ 5％ 2％ 10％ 2％
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（
虹
）

で
あ
る
が
、
日
本
指
名
の
四
名
が
全
員
男
性
で
あ
る
よ
う
に
、
条
約
当
事
国
指
名
の
仲
裁
人
候
補
者
リ
ス
ト
に
は
男
性
が
多
い
。
実
際
、
Ｉ

Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
よ
う
な
制
約
の
な
い
仲
裁
機
関
に
お
い
て
は
、
紛
争
当
事
者
が
選
任
す
る
仲
裁
人
（
あ
る
い
は
紛
争
当
事
者
が
選
任
し
た
仲
裁
人
が

（
躯
）

合
意
で
選
任
す
る
第
三
仲
裁
人
）
と
比
較
し
た
場
合
、
仲
裁
機
関
が
選
任
す
る
仲
裁
人
の
方
が
明
白
に
女
性
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

当
事
者
が
仲
裁
人
を
選
任
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
仲
裁
人
の
多
様
性
欠
如
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
う
一
つ
の
事
実
は
、
常
設
裁

（
鱒
）

判
所
に
お
け
る
特
任
裁
判
官
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
ロ
目
白
日
○
且
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
○
一
九
年
八
月
ま
で
に
指
名
さ
れ

た
特
任
裁
判
官
の
う
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
い
て
は
二
一
六
名
中
五
名
（
二
・
三
％
）
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
お
い
て
は
二
○
名
中
一
名
（
五
％
）
の
み
が

女
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
示
し
た
裁
判
官
全
体
に
お
け
る
女
性
の
割
合
よ
り
も
さ
ら
に
低
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
状
の
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
国
際
裁
判
に
お
け
る
判
断
者
の
多
様
性
の
確
保
へ
の
道
の
り
は
長
そ
う
で
あ
る
。

（
９
）
巨
巴
８
百
医
局
ざ
ａ
ゞ
ロ
９
厘
国
①
９
画
目
幻
日
』
日
出
筐
閂
９
口
①
、
ゞ
弓
冨
詞
ｇ
ｏ
冒
晶
ロ
○
日
日
冒
訂
目
昌
呂
巴
冒
蔚
呉
日
①
貝
鈩
号
時
昌
○
Ｐ
ゞ
き
ミ
マ
ミ
ミ

昏
穂
ミ
ミ
さ
誌
具
阿
８
鳶
。
蚤
計
偏
Ｓ
兵
ぐ
巳
．
ｇ
ゞ
ｇ
弓
．
ロ
呂
岸
ｐ
ｇ
雫
臼
Ｐ

（
皿
）
も
っ
と
も
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
な
お
特
定
の
国
の
国
籍
を
有
す
る
裁
判
官
が
頻
繁
に
選
ば
れ
る
と
い
う
批
判
は
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
元
裁
判

官
の
【
の
弓
は
、
そ
の
例
と
し
て
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
に
加
え
て
日
本
な
ど
を
挙
げ
る
。
【
①
ご
ロ
①
ｇ
〕
．
【
①
弓
ゞ
言
ｇ
農
①
眉
①
の
８
ｓ
①
冒
号
月
且
①
ｐ
８
具

昏
①
冒
苛
昌
昌
○
口
巴
旨
巳
○
両
ｑ
宛
呂
①
＆
○
口
の
○
口
吾
①
冒
訂
目
昌
○
口
巴
９
匡
耳
○
ご
ロ
豊
８
・
層
ミ
ミ
ご
ミ
誌
ミ
ミ
冒
討
き
§
ミ
ミ
偶
昌
邑
．
く
２
．
豐
曽
弓
も
』
閏
も
』
合
．
安

保
理
常
任
理
事
国
の
全
て
か
ら
裁
判
官
が
選
ば
れ
続
け
る
と
い
う
慣
行
は
二
○
一
七
年
に
途
切
れ
た
。
長
谷
部
潤
「
二
○
一
七
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
裁
判
官
選
挙
の
結
果

と
若
干
の
考
察
」
国
際
法
外
交
雑
誌
二
七
巻
二
号
（
二
○
一
八
年
）
一
九
四
頁
、
一
九
八
頁
。

（
皿
）
冒
訂
Ｈ
口
胃
さ
目
巳
○
○
口
昇
具
］
匡
異
言
①
》
○
口
ｑ
①
貝
冨
①
日
ウ
①
Ｈ
の
．
〈
茸
召
囚
ミ
ミ
ミ
ミ
．
豆
‐
＆
・
Ｏ
Ｈ
ｍ
苛
口
苛
口
国
①
貝
‐
日
①
ロ
号
①
Ｈ
の
〉

（
８
）

へ
９
）

〆
、

（
６
）
ロ
三
○
日
エ
ロ
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
条
約
に
基
づ
く
投
資
仲
裁
の
二
○
二
○
年
七
月
末
ま
で
の
累
計
が
一
○
六
一
件
、
う
ち
六
五
五
件
を
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
扱
っ
て
い
る
。

曰
く
①
異
日
①
貝
ロ
厨
９
５
艀
圧
①
日
の
日
三
豊
侭
禺
日
》
〈
耳
ｇ
典
ご
旨
く
閉
日
５
口
ｇ
呂
昌
・
目
ｇ
ｇ
・
貝
廻
曰
く
硯
日
吊
貝
‐
ｓ
ｇ
員
①
‐
器
圧
①
日
①
貝
〉
．
な
お
、
本
稿
で
引
用
す
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ

は
全
て
二
○
二
一
年
二
月
七
日
に
最
終
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
弓
宮
門
ｍ
Ｓ
ｐ
爵
ご
員
由
冒
爵
胃
吻
、
房
の
こ
の
９
国
山
も
．
弓
．
こ
の
統
計
は
契
約
や
国
内
法
に
基
づ
く
投
資
仲
裁
お
よ
び
調
停
も
含
ん
で
い
る
。
契
約
や
国
内
法
に
基
づ
く

仲
裁
は
全
体
の
二
三
％
ｓ
ミ
：
口
巨
）
、
調
停
は
全
体
の
二
％
弱
（
辱
員
・
ゞ
口
巴
で
あ
る
。

ざ
ミ
．
．
ｐ
９
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（
犯
）
雪
冨
厨
陣
○
画
の
①
．
＆
シ
号
胃
豊
○
口
冒
呂
日
号
易
吋
①
ｇ
ｏ
ｇ
８
ｇ
ａ
＄
、
ロ
①
①
号
ご
》
呂
貝
〈
胃
召
堕
ご
尹
暑
言
・
雪
匡
訂
８
の
①
・
８
日
訂
号
里
言
冨
訂
８
の
里
陸
の
亀
竺
①
の
ａ
ｏ
言
巳
８
ミ

ロ
号
胃
昌
呂
の
愈
号
胃
巴
‐
旨
の
葺
匡
号
ロ
の
‐
Ｈ
の
の
ｇ
且
‐
８
‐
冨
昌
の
の
１
回
の
①
号
‐
ぢ
ご
も
氏
〉
．

（
羽
）
紛
争
当
事
国
の
国
籍
を
有
す
る
裁
判
官
が
い
な
い
場
合
に
当
該
国
が
裁
判
官
を
追
加
的
に
一
名
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
当
該
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
で
あ
る
必
要
は

な
い
）
と
い
う
制
度
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
三
一
条
三
項
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
規
程
一
七
条
三
項
）
か
ら
し
て
、
地
理
的
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
有
意
な
デ
ー
タ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
Ⅳ
）
冒
討
昌
昌
目
巴
○
○
目
昌
昏
時
○
８
日
届
ａ
巴
鈩
号
胃
昌
○
員
記
ｇ
ｏ
ミ
ミ
尋
⑮
９
９
足
冨
蔦
ミ
ミ
ミ
ご
静
専
、
Ｒ
§
２
ミ
ミ
ロ
ミ
ミ
営
営
堅
忍
ミ
ミ
崖
唇
ミ
ミ
言
§
冴

国
誌
旦
、
さ
ら
§
畠
費
噌
〕
弓
ロ
①
胃
○
○
シ
詞
８
日
扇
ｚ
ｏ
ｍ
画
ｇ
Ｐ
ｐ
ご
ゞ
甸
侭
目
①
い

（
肥
）
目
言
肩
閉
Ｓ
９
吻
里
。
貝
‐
匂
凰
量
冒
】
吻
愚
ミ
ロ
○
厨
司
も
．
弓
を
基
に
潰
本
作
成
。
小
数
点
以
下
は
四
捨
五
入
。

（
岨
）
観
武
．
ロ
圏
を
基
に
潰
本
作
成
。
小
数
点
以
下
四
捨
五
入
。

（
卯
）
説
明
が
煩
瓊
に
な
る
た
め
調
停
人
に
つ
い
て
は
除
外
す
る
が
、
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
条
約
三
一
条
一
項
）
。

（
虹
）
ロ
四
国
ｇ
の
①
○
国
８
日
闘
口
①
房
、
〈
耳
ｇ
の
三
門
の
丘
．
葛
○
吋
巨
冨
員
．
貝
廻
“
ｇ
屋
ご
“
号
胃
胃
○
厨
‐
８
口
＆
胃
○
厨
匡
四
国
富
の
①
‐
Ｏ
域
。
の
丘
‐
９
口
①
房
〉
．
な
お
、
二
○
二
一
年
二
月
七
日
現

在
、
日
本
の
欄
に
は
任
期
切
れ
の
仲
裁
人
候
補
者
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。
間
も
な
く
更
新
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
更
新
後
の
仲
裁
人
候
補
者
の
男
女
比
に
つ
い
て
は
現

〆ヘ

在
、
日
本
の
欄
に
は
任
罰

ヘヘ

17 16 15
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（
皿
）
旨
の
昌
農
○
旦
弓
号
目
巴
胃
昏
①
冒
尋
ｏ
陣
冨
艀
四
、
三
の
日
房
風
言
曰
の
ミ
ョ
ミ
ミ
．
丘
。
の
．
○
儲
廻
の
貝
ｓ
中
耳
号
目
巴
目
①
日
胃
周
延
〉

（
過
）
二
○
一
八
年
に
な
さ
れ
た
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
（
国
際
商
事
仲
裁
を
含
む
）
仲
裁
人
選
任
の
際
に
考
慮
す
る
情
報
の
源
は
、
上
位
か
ら
「
評
判
」
「
同
一
法
律
事
務
所
の

同
僚
」
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
な
っ
て
い
る
（
弓
目
①
倖
ｇ
の
①
巨
冠
目
ロ
冒
訂
昌
呂
○
口
巴
冑
宮
寓
目
○
口
Ｒ
ロ
胃
の
、
胃
①
呂
冨
画
昌
ご
貝
く
①
国
ｑ
呉
冒
且
。
ｐ
ゞ
ざ
届

き
§
苫
ミ
ミ
ミ
』
、
富
昌
冒
謹
曽
さ
亀
．
．
弓
意
画
建
ミ
ミ
ミ
ミ
曽
討
ミ
ミ
ミ
ミ
径
、
罫
曽
号
琶
ゞ
ｇ
届
も
．
田
．
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
例
（
多
く
は
有
料
）
に
つ
い
て
は
、

９
号
①
吋
冒
①
口
昌
日
日
○
且
．
冨
弓
房
思
昇
甲
シ
ｇ
ｏ
目
日
①
貝
卑
○
○
①
３
ゞ
園
①
５
口
の
８
．
｝
吻
愚
昌
口
Ｏ
Ｂ
ｍ
も
．
＄
も
．
ｇ
ゞ
甘
巴
。
紛
争
当
事
者
が
仲
裁
人
を
選
任
す
る
た
め
に
候

補
者
を
絞
り
込
む
役
目
を
果
た
す
の
は
、
当
事
者
を
代
理
す
る
法
律
事
務
所
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
（
被
申
立
人
た
る
国
家
が
多
数
の
事
案
を
抱
え
て
お
り
、
投
資
仲

裁
対
応
の
専
門
部
署
が
政
府
内
に
作
ら
れ
て
い
る
国
を
除
く
）
。
す
な
わ
ち
、
投
資
仲
裁
を
扱
う
法
律
事
務
所
も
「
サ
ー
ク
ル
」
の
内
側
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
も
閉
じ
ら
れ
た
社
会
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
商
事
仲
裁
の
場
合
、
判
断
例
が
公
開
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
た
め
、
ど
の
仲
裁
人
が
ど
の
よ
う

な
判
断
を
し
た
仲
裁
廷
に
加
わ
っ
て
い
た
か
を
知
る
た
め
に
は
「
口
コ
ミ
」
が
さ
ら
に
重
要
な
要
素
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
本
稿
は
判
断
者
の
多
様
性
に
つ
い
て
議
論
す

る
た
め
こ
の
問
題
は
検
討
し
な
い
が
、
こ
の
問
題
自
体
は
別
途
検
討
に
値
す
る
。

（
ｕ
）
弓
。
目
の
。
邑
侭
目
只
巴
：
ミ
愚
営
畠
蒼
詞
§
、
関
§
旨
き
ミ
ミ
ミ
ミ
豊
園
ミ
ミ
ミ
営
耐
侭
具
、
、
愚
騎
§
の
骨
、
。
麗
号
画
員
の
日
号
胃
吾
の
冒
冒
９
日
目
ヰ
の
①
ゞ

両
貝
８
①
目
勺
旦
国
日
①
貝
勺
両
沼
か
ｇ
跨
呂
貝
口
お
ゞ
甸
侭
貝
①
口
』
．

（
巧
）
顧
ミ
・
も
．
畠
、
甸
億
貝
①
、
塔
．
国
唱
壗
の
、
助

顧
ミ
●
℃
ロ
圏
．
固
い
貝
①
、
Ｌ

時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

尋
ミ
●
・
ロ
お
．
国
唱
扁
、
』
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（
銘
）

投
資
仲
裁
に
つ
い
て
も
、
既
に
別
の
機
会
に
論
じ
た
た
め
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
が
、
そ
の
公
的
な
性
質
を
前
提
と
す
る
と
、
紛
争
当
事

者
が
納
得
す
る
人
選
で
あ
れ
ば
十
分
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
国
際
社
会
の
多
様
性
を
反
映
し
た
仲
裁
廷
構
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

の
議
論
が
強
く
な
る
。
実
際
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ｇ
Ⅲ
に
お
い
て
も
、
仲
裁
人
の
構
成
に
多
様
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で

（
鋤
）

あ
る
と
の
認
識
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
判
断
者
の
構
成
が
被
判
断
者
の
構
成
か
ら
乖
離
し
て
い
る
場
合
、
判
断
機
関
に
対
す
る
被
判
断
者
の
信
頼
が
失
わ
れ
、
そ

（
鋤
）

の
意
味
で
判
断
機
関
の
正
統
性
が
低
下
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
多
様
性
に
富
む
判
断
者
の
な
す
判
断
は
、
多
様
性
を
欠
く
判
断
者
の
な
す
判
断
と
比
較
し
て
、
質
の
高
い
も
の
に
な
る
、
と
い

（
瓢
）

う
主
張
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
似
た
よ
う
な
者
が
集
ま
っ
て
な
す
判
断
よ
り
も
、
思
考
法
も
生
活
の
背
景
も
異
な
る
者
が
集
ま
っ
て
す
る
判

唆
す
る
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
多
様
性
が
必
要
な
の
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
九
条
に
「
世
界
の
主
要
文
明
形
態
及
び
主
要
法
系
が
代
表
さ
れ
る
べ
き
」
と
定

（
型
）
（
妬
）

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
普
遍
的
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
判
断
者
の
構
成
が
被
判
断
者
の
構
成
か
ら
乖
離
し
て
い
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
南
西
ア
フ
リ
カ
事

件
判
決
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
強
烈
な
批
判
と
不
信
の
中
に
は
裁
判
官
の
構
成
が
西
欧
・
北
米
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す

（
記
）

る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
批
判
が
二
○
一
七
年
選
挙
に
お
け
る
安
保
理
常
任
理
事
国
出
身
候
補
者
落
選
の
原
因
の
一
つ
に
な

（
”
）

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
判
断
者
の
構
成
が
被
判
断
者
の
構
成
に
近
似
し
て
い
る
べ
き
と
の
考
え
が
広
く
も
た
れ
て
い
る
こ
と
を
示

第
２
節
多
様
性
の
欠
如
が
な
ぜ
問
題
な
の
か

１
制
度
の
正
統
性
へ
の
影
響
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し
か
し
、
個
人
が
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
負
い
、
保
護
対
象
と
な
る
よ
う
に
な
る
と
、
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。
一
九
九
八
年
に
採
択

さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
六
条
八
項
㈲
伽
に
「
女
性
の
裁
判
官
と
男
性
の
裁
判
官
と
が
公
平
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
（
営
碕
儲
の
胃
の
の
①
貝
呂
○
貝
烏
ｇ
‐

３
の
①
ロ
目
冒
ｇ
巳
国
匡
の
）
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
裁
判
所
が
女
性
の
抱
え
る
諸
問
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
」
女
性
裁
判

（
弱
）
（
調
）

官
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
含
む
べ
き
、
と
の
主
張
が
諸
国
か
ら
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
○
○
四
年
に
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所

（
Ｅ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
）
の
選
挙
に
お
い
て
、
各
国
が
提
出
す
る
候
補
者
リ
ス
ト
三
名
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
一
三
条
一
項
〔
現
一
三
条
〕
）
の
中
に
い

（
訂
）

ず
れ
の
性
を
も
少
な
く
と
も
一
名
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
も
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
二
議
定
書
（
二
○
○
○
年
採
択
）
が
差
別

（
銘
）

の
一
般
的
禁
止
を
定
め
て
お
き
な
が
ら
裁
判
官
に
女
性
が
少
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
裁
判
所
の
信
頼
性
が
揺
ら
ぐ
、
と
の
危
機
感
が
あ
っ
た
か

（
弘
）

も
同
じ
で
あ
る
。

判
断
者
の
構
成
が
被
判
断
者
の
構
成
に
近
似
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
被
判
断
者
の
構
成
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
を

特
定
で
き
な
け
れ
ば
、
判
断
者
の
あ
り
得
べ
き
構
成
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
て
、
国
際
法
の
世
界
に
お
い
て
は
、
国

家
の
み
が
単
位
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
平
等
観
念
を
背
景
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
）
規
程
・
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
に
お

い
て
「
世
界
の
主
要
文
明
形
態
及
び
主
要
法
系
が
代
表
さ
れ
る
べ
き
」
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
事
情
は
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
規
程
に
つ
い
て

断
の
方
が
質
が
高
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
直
感
的
に
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
「
質
」
の
高
さ
を
判

（
銘
）

定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
、
実
証
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
者
の
多
様
性
は
、
そ
れ
に
よ

り
判
断
の
「
質
」
が
向
上
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
は
別
に
、
判
断
者
の
多
様
性
そ
れ
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ

（
詔
）

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
判
断
者
の
構
成
は
被
判
断
者
の
構
成
に
近
似
し
て
い
る
べ
き
と
の
考
え
が
あ
る

と
言
え
る
。

２
ど
の
よ
う
な
多
様
性
が
必
要
な
の
か
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（
胡
）

ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
よ
り
人
々
の
生
活
に
近
い
問
題
を
扱
う
投
資
仲
裁
に
お
い
て
も
「
国
」
で
は
な
く
「
人
」
を
基
準
と
し
た
多
様
性

の
考
盧
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
理
解
で
き
、
さ
ら
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
や
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
の
よ
う
な
国
家
間
紛
争
を
扱
う
裁
判
所
で
あ

っ
て
も
、
国
際
法
が
人
々
の
生
活
に
与
え
る
影
響
を
強
め
つ
つ
あ
る
現
在
、
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
る
。
「
国
」
で
は
な
く
「
人
」
を
基
準
と
し
た
多
様
性
を
考
え
る
と
し
て
も
、
多
様
性
の
要
素
を
ど
の

よ
う
に
特
定
す
る
か
、
で
あ
る
。
先
に
、
投
資
仲
裁
に
お
い
て
最
も
頻
繁
に
選
任
さ
れ
る
仲
裁
人
二
五
名
の
う
ち
非
西
欧
・
北
米
国
籍
の
四

名
が
例
外
な
く
活
動
の
本
拠
を
西
欧
・
北
米
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。
ま
た
、
二
○
一
四
年
末
時
点
で
一
○
件
以
上
の
投
資
仲
裁
案

件
を
担
当
し
た
仲
裁
人
五
二
人
の
過
半
数
が
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ハ
ー
バ
ー
ド
・
パ
リ
第
二
大
学
の
い
ず
れ
か
で
何

（
鉛
）
（
虹
）

ら
か
の
学
位
を
得
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
そ
の
後
も
そ
の
傾
向
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
国
籍
は
発
展
途
上
国
た
る
Ａ
国
に

あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
大
学
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は
い
く
つ
か
を
卒
業
し
、
か
つ
人
生
の
大
半
を
先
進
国
の
Ｂ
国
で
過
ご
し
て
い
る
場

合
、
国
籍
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ｇ
Ⅲ
で
は
、
こ
こ

（
狸
）

ま
で
に
見
た
地
理
的
配
分
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
さ
ら
に
は
教
育
経
験
に
加
え
、
年
齢
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
言
語
も
考
盧
要
素
で
あ
る
と

（
粥
）
（
“
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
多
様
性
も
確
保
す
べ
し
と
の
主
張
も
あ
る
。
さ
ら
に
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
要
素

（
妬
）

は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
考
慮
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
「
多
様
性
を
確
保
す
る
」
と
い
う
抽
象
的
次
元
で
合
意
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
多
様
性
」
概
念
の
内
実
に
つ
い
て
一
致
が
得
ら

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

（
型
）
冨
巴
８
言
〕
浮
田
ご
ゞ
淘
目
§
ご
爵
旧
Ｑ
ご
ロ
ミ
、
首
３
８
ミ
ミ
ミ
琶
ミ
ミ
ミ
９
謹
鼻
．
漫
罵
？
曽
国
団
吾
ａ
：
犀
匡
》
○
昌
口
①
旨
ｇ
ｏ
目
Ｏ
Ｐ
ｇ
５
ｇ
国
．
弓
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ｌ
規
程
の

基
と
な
っ
た
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
制
定
時
に
は
、
普
遍
的
裁
判
所
を
創
設
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
「
大
国
」
と
そ
れ
以
外
と
の
国
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す

る
こ
と
も
、
こ
の
規
定
ぶ
り
の
狙
い
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
思
己
○
園
の
の
冨
且
①
Ｈ
ゞ
↑
・
醒
昌
巳
①
甥
ゞ
ミ
ン
ロ
号
①
煙
の
凶
口
〕
日
の
貝
目
ロ
ロ
里
巴
．
①
房
・
弓
ぎ
ぎ
冒
荷
ミ
尋
⑮

胃
§
ご
ミ
ミ
ミ
○
ミ
ュ
ミ
冒
昌
８
．
．
』
Ｏ
Ｓ
言
蒼
§
ご
こ
い
ａ
＆
：
○
渓
ご
ａ
ゞ
○
嵐
。
ａ
口
昌
ぐ
胃
里
ｑ
”
①
３
９
己
も
．
忠
Ｐ
９
国
．
鱒

（
妬
）
闘
日
呉
函
．
祠
印
目
鼻
ｇ
ゞ
＆
ン
日
昂
×
言
．
陣
臼
冒
①
旦
吾
①
冒
蔚
昌
昌
呂
巴
弓
風
目
口
巴
さ
吋
昏
①
屈
言
呉
吾
①
艀
且
ゞ
冒
琶
①
菌
且
閂
卑
○
里
閉
＆
．
．
ロ
ミ
討
旦
室
ミ
ミ
場
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（豹）

浮
冒
再
呉
言
○
吋
宣
吊
ｇ
ｏ
５
日
旨
く
①
の
ｇ
Ｈ
‐
煕
胃
①
口
唇
具
①
の
①
己
目
昂
日
屏
さ
日
］
）
○
口
吾
①
言
○
禺
昌
嚴
旨
再
甲
黛
仔
の
①
ｍ
の
ざ
口
皀
①
急
昌
○
鼻
↓
鴎
‐
圏
エ
ロ
邑
呂
屋
ゞ

ロ
．
ｚ
・
ｐ
Ｏ
ｐ
シ
、
○
ｚ
わ
お
韻
、
ロ
胃
閉
．
＄
ｌ
計
．

（
釦
）
ｚ
ｏ
Ｓ
ｇ
ｇ
①
牌
９
①
国
吋
目
．
シ
Ｂ
ｚ
．
ご
言
ｐ
日
重
弓
画
呂
．
酌
§
首
ｐ
ｏ
ｓ
程
ゞ
９
国
己
．
こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
正
統
性
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
四
四
日
四
日
○
ｓ

（
犯
）
判
断
者
の
国
籍
に
つ
い
て
は
、
投
資
仲
裁
に
お
い
て
は
仲
裁
判
断
の
内
容
に
ほ
と
ん
ど
影
響
し
て
い
な
い
と
の
実
証
的
研
究
が
あ
る
。
冒
巴
８
百
屈
眉
さ
ａ
ゞ
ロ
自
国

呼
冒
四
目
三
色
の
画
日
ロ
の
百
日
．
ゞ
ロ
○
①
の
Ｚ
目
○
口
農
ｑ
冒
四
は
①
馬
亜
シ
３
胃
巴
国
四
鼻
腎
○
口
目
四
目
言
①
ロ
ョ
く
①
稀
の
農
ご
呉
言
①
冒
扁
昌
昌
○
口
巴
冒
ぐ
①
胃
日
①
日
嗣
①
四
日
①
．
￥

国
ｓ
８
ｏ
慧
易
ミ
ミ
尊
飼
、
§
ミ
｝
９
房
、
含
目
の
ミ
ョ
ミ
皇
雪
昔
の
．
巳
ｐ
ｐ
＆
Ｏ
ｑ
の
口
怪
呂
合
の
○
豆
①
苗
ｏ
ミ
日
巴
８
百
５
９
①
儲
１
号
の
の
，
ロ
豊
○
口
巴
ご
‐
日
日
目
ｌ
の
匙
‐
呂
勗
‐
ま
囹
呂

呂
唱
の
ま
＄
・
己
氏
〉
・
９
．
＄
‐
圏
．
性
別
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
刑
事
法
分
野
に
お
い
て
、
女
性
裁
判
官
が
含
ま
れ
る
法
廷
は
そ
う
で
な
い
法
廷
と
異
な
っ
た
判
断
を
示
す

と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
牌
、
⑮
．
恥
弓
閂
①
の
四
口
呂
閂
ｑ
｝
＆
弓
房
９
口
角
ご
目
○
口
只
言
○
日
ｇ
旨
侭
①
の
四
目
卑
吊
①
８
８
３
ｓ
吾
①
ロ
①
く
里
８
日
①
昌
呉

冒
厨
昌
呂
○
口
巴
Ｑ
目
旨
巴
冒
員
ゞ
腰
①
５
口
の
巴
．
ゞ
吻
愚
ミ
ロ
ｇ
①
ｍ
も
画
訊
．
し
か
し
、
そ
の
差
が
統
計
的
に
有
意
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
女
性
裁
判
官

が
含
ま
れ
る
法
廷
の
示
す
判
断
の
方
が
「
質
」
が
高
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
調
）
厨
胃
匡
訂
【
呂
旨
９
口
‐
【
○
匡
①
汁
四
目
言
呂
の
一
①
四
ｓ
の
ｓ
↓
弓
冨
○
．
ミ
冒
吻
ミ
ミ
ミ
ロ
ミ
ミ
戴
冒
ミ
ミ
冒
己
鴎
ミ
、
ミ
９
壁
豊
国
ミ
ミ
ロ
苫
崖
暮
心
ミ
ミ
寓
言
苫
冴
蒼
さ
、

冒
己
鴎
雪
罵
ミ
』
画
冒
ミ
軍
ｏ
Ｈ
ｐ
ｍ
ｍ
ｐ
ロ
ロ
①
日
①
貝
巳
幻
ｇ
ｏ
再
ゞ
観
三
○
ぐ
①
口
舌
閂
９
国
ゞ
ロ
ｇ
》
ロ
胃
煙
．
念
．

（
弘
）
国
連
海
洋
法
条
約
の
当
事
者
は
国
家
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
く
ま
で
国
家
に
「
準
ず
る
」
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、
国
連
海
洋
法
条
約
三
○
五
条
一
項
。

（
弱
）
冨
の
．
］
○
旨
①
ａ
口
扁
・
津
具
①
の
Ｒ
Ｐ
日
胃
甘
巴
．
口
巳
汁
＆
Ｚ
目
○
口
の
口
亘
○
日
目
○
○
○
日
閂
８
８
具
型
①
ｐ
ｓ
Ｏ
５
ｐ
ご
画
営
①
ｍ
Ｏ
ｐ
ｓ
①
房
日
ｇ
ｇ
日
①
貝
昌
目
宮
５
日
目
○
口
巴

９
冒
旨
巴
○
○
口
員
底
吾
日
①
禺
冒
、
呉
昏
①
○
○
日
目
＃
①
①
具
昏
①
君
ｇ
帝
ゞ
隠
旨
ロ
①
ご
畠
↓
ロ
・
Ｚ
．
ｐ
ｏ
ｎ
．
シ
、
○
○
ｚ
国
扇
ご
○
こ
の
”
．
踵
》
冒
国
．
韻
．

（
弱
）
牌
⑮
画
奇
。
自
の
．
巨
呂
あ
の
口
の
、
こ
ゞ
琴
ミ
●
．
ｐ
胃
凹
む
蝉

（
訂
）
厄
日
冒
日
①
口
ｓ
ｑ
シ
の
の
①
ロ
忌
与
》
○
○
厘
口
旦
具
国
貝
８
①
ゞ
罰
⑦
の
巳
昌
さ
口
扇
急
（
ｇ
Ｅ
）
．
○
四
口
日
ロ
胃
の
の
昏
吋
牙
①
国
貝
８
①
四
口
○
○
口
再
呉
国
匡
日
四
回
国
、
耳
の
ゞ
ロ
四
国
函
画
．
ヨ
ー
‐
ロ
ッ

パ
人
権
裁
判
所
は
、
特
任
裁
判
官
に
つ
い
て
も
、
各
国
が
提
出
す
る
候
補
者
リ
ス
ト
は
男
女
両
方
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
国
貝
ｇ
８
ｐ
９
匡
鼻
旦
由
巨
日
目

国
警
扇
．
罰
巳
＄
呉
○
呂
具
詞
巳
①
＄
ｅ
（
巴
．

（
鉦
）
エ
ロ
号
①
四
【
・
里
○
鼻
盲
目
ｇ
巴
：
笥
胃
目
く
①
ａ
ｑ
ｐ
昌
呉
冒
冒
５
日
目
Ｏ
ｇ
冒
昌
①
の
日
肖
の
貝
崖
３
胃
昌
○
口
・
ゞ
ご
ｓ
苫
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
尋
ミ
鴎
ミ
⑮
ミ
ミ
ミ
ご
ベ
ミ
心
．
く
巳
．
巴
↓

画
。
函
Ｐ
ロ
．
心
』
Ｐ
ｐ
ｐ
．
鰐
』
画
ｌ
心
昌
唖

邑
円
ゐ
ぬ
芹
］
口
〕
四
○
誤
弓
吻
黛
。
、
薗
口
○
斤
①
画

Ｃ
Ｏ
ミ
雨
ミ
Ｓ
薑
。
薑
忌
飼
い
Ｑ
ご
旦
暮
⑮
牌
。
．
．
』
の
。
ミ
ミ
ミ
冒
せ
．
富
目
８
２
ｍ
の
昌
呂
貝
口
麗
忠
も
閏
四
．
如

太
寿
堂
鼎
「
国
際
裁
判
の
凋
落
と
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
」
法
学
論
叢
八
九
巻
六
号
（
一
九
七
一
年
）
一
頁
、
七
頁
、
二
頁
。

長
谷
部
・
前
掲
注
一
○
・
一
九
八
頁
。

長
谷
部
・
前
掲
注
一
○
・
三

漬
本
・
前
掲
注
二
・
三
五
頁
。
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前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
理
論
的
に
は
様
々
な
問
題
を
孕
ん
だ
ま
ま
、
少
な
く
と
も
二
○
二
一
年
時
点
に
お
い
て
は
、
出
身
地
域
あ
る
い
は

国
籍
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
を
基
準
と
し
た
多
様
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

常
設
国
際
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
出
身
地
域
あ
る
い
は
国
籍
を
基
準
と
す
る
多
様
性
の
確
保
は
設
立
文
書
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
の
が
通

例
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
ア
フ
リ
カ
人
権
・
人
民
の
権
利
裁
判
所
（
Ａ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｒ
）
、
Ｅ

（
蝿
）
【
の
①
巳
四
四
旨
口
の
冨
冨
属
目
く
①
国
ご
言
昏
①
旨
く
①
の
８
【
‐
煕
胃
①
シ
昏
胃
呂
○
【
昌
日
の
岳
①
ａ
○
口
農
ｑ
ご
匡
昇
厚
四
囲
昇
○
陣
胃
９
口
ぐ
の
Ｈ
の
昌
○
員
宮
寺
守
。
ミ
罵
昏
ミ
苫
ミ
ミ

（
調
）
起
草
過
程
は
判
然
と
し
な
い
が
、
ア
フ
リ
カ
人
権
・
人
民
の
権
利
裁
判
所
設
立
議
定
書
（
卑
○
８
８
胃
○
吾
①
シ
萱
。
目
９
日
５
吋
○
口
四
厘
日
目
四
目
Ｆ
○
号
の
ゞ
国
警
厨
○
口

吾
の
堺
冨
巨
呂
日
①
貝
呉
目
跨
匪
の
９
９
匡
鼻
具
普
白
目
目
Ｑ
Ｆ
○
号
の
ゞ
国
警
亘
（
一
九
九
八
年
採
択
、
二
○
○
四
年
発
効
）
一
二
条
に
も
裁
判
官
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ

ン
ス
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
抑
）
胃
蔚
目
尻
○
く
四
８
画
目
ど
①
侭
司
白
鳥
①
．
＆
シ
ロ
ロ
ロ
５
国
。
巴
エ
ロ
巴
厨
員
の
具
巨
ぐ
①
国
ご
冒
冒
ぐ
①
胃
日
の
貝
シ
吾
旨
目
○
口
皿
吾
①
３
８
．
号
①
、
且
画
且
讐
①
口
廻
国
ゞ

弓
首
鼠
苫
ミ
さ
苫
ミ
目
色
謹
討
ミ
ミ
晶
雨
ミ
①
ミ
ゞ
ぐ
巳
．
国
．
厨
呂
の
虫
百
々
ｇ
愚
、
ｐ
Ｐ
ｐ
ら
．

（
似
）
○
四
ｓ
①
吋
冒
①
弓
員
屋
弓
房
国
①
目
ｑ
９
ｐ
戸
且
日
日
・
ゞ
団
煙
①
訂
口
の
ａ
．
．
農
富
国
ロ
○
厨
、
》
ロ
画
ｓ
ゞ
ロ
圏
。
．

（
蛇
）
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
に
お
い
て
最
も
頻
繁
に
選
任
さ
れ
る
仲
裁
人
一
○
名
の
中
に
黒
人
・
ア
ジ
ア
人
が
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
と
し
て
、
三
○
己
８
卑
国
ロ
９
房
冨

塵
エ
ロ
巴
房
日
、
シ
ロ
ロ
○
冒
日
〕
①
日
の
冒
冒
蔚
目
四
は
○
口
巴
少
尉
三
茸
呉
ざ
Ｐ
ゞ
胃
、
四
里
①
易
巴
．
、
吻
愚
§
ｐ
ｏ
ｓ
少
ロ
侭
脚
ロ
，
雇
鈎

（
蝿
）
詞
①
ロ
。
昇
具
雪
○
蒔
冒
、
の
Ｈ
○
厘
口
目
目
．
シ
世
○
ｚ
わ
ら
霞
．
農
、
ロ
ロ
○
扇
惇
．
口
閂
騨
縄
．

（
“
）
ｐ
画
く
昼
三
国
鴨
の
．
＆
旨
の
霞
旨
呂
○
口
の
ざ
吊
昏
の
厚
○
日
＆
○
回
呉
爵
昌
喧
○
口
の
目
ぐ
①
邑
感
○
口
吾
①
冒
扇
目
昌
○
口
巴
Ｆ
ｐ
ｏ
戸
ゞ
胃
国
幽
①
５
口
の
＆
・
も
§
ミ
ロ
Ｏ
訂
鰐
．
ｐ
Ｂ

ｇ
冒
昌
国
巴
目
四
国
易
の
四
画
目
の
筥
吊
Ｅ
且
ご
ロ
○
路
目
．
ゞ
国
冒
亘
員
詞
巴
喧
目
血
目
員
く
①
国
ご
胃
昏
の
冒
訂
目
目
目
巴
９
日
目
巴
ｏ
８
Ｒ
ゞ
営
国
開
厨
易
①
Ｒ
・
匂
愚
昌

目
厨
鋸
口
虐
野
尻
吋
冒
ｇ
国
①
の
堅
閂
、
・
弓
胃
四
四
旨
ｏ
ｇ
８
ａ
詞
呂
四
○
口
の
目
蔚
国
ご
冒
冒
５
冒
呂
目
巴
国
匡
日
自
国
瞥
厨
シ
ｇ
ｐ
ｓ
８
ｇ
Ｐ
ゞ
営
団
儲
尉
易
巴
．
、
吻
愚
昌
目
訂

（
犯
）
○
亘
昌
○
口
．
○
○
日
目
ヰ
の
①
８
両
目
里
○
ｇ
ｏ
再
日
目
①
の
ざ
Ｈ
雪
○
日
①
ロ
四
目
冨
呂
↓
↑
６
目
ｇ
ｇ
５
ｍ
８
ｓ
①
画
貝
目
①
目
．
○
○
口
再
呉
出
口
白
目
．
国
警
ａ
ゞ
ロ
○
○
畠
ｇ
お
↓
圏

』
喜
註
ご
昌
迂
ミ
ミ
一
個
冒
食
ぐ
２
．
房
Ｐ
い
つ
衿
陣
ロ
画
ｍ
Ｐ
ｐ
画
、
』

卜怪 ］
四
回
匡
四
吋
目
い
つ
つ
吟
ｐ
Ｈ
・
坤

口
．
↑
⑤
画

第
３
節
多
様
性
確
保
の
た
め
の
措
置
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【表41 1TLOS裁判官選挙(2008-2020年）

Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
に
つ
い
て
は
一
定
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
。
そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
場
合
、

一
八
名
の
裁
判
官
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
六
名
を
下
回
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
複
数
記
名
の
投
票
と
し
、
か
つ
そ
の
中
に
少
数
派
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
候

（
妬
）

補
を
一
定
数
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
複
雑
な
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

Ａ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、
ア
フ
リ
カ
を
五
つ
の
地
域
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
お
い
て
一
名
は
女
性
の
裁
判
官
と
す
る
と
の
決
定
が
二
○
一
六
年
に
ア

（
卿
）

フ
リ
カ
連
合
執
行
理
事
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
に
つ
い
て
は

既
に
述
べ
た
二
○
○
四
年
の
選
挙
制
度
改
正
の
後
、
一
方
の
性
が
裁
判
官
全
体
の

四
○
％
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
、
各
国
が
示
す
こ
と
の
で
き
る
候
補
者
三
名
の

（
蛤
）

全
員
を
当
該
性
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結

（
⑲
）

果
、
二
○
二
一
年
二
月
現
在
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
一
八
名
中
六
名
（
二
○
二
一
年
三
月
二

（
印
）
（
副
）

日
よ
り
一
八
名
中
九
名
）
、
Ａ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｒ
は
一
一
名
中
五
名
、
Ｅ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
は
四

（
配
）

六
名
中
一
五
名
が
そ
れ
ぞ
れ
女
性
と
な
っ
て
い
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
規
定
が
な
い
Ｉ
Ｃ
１
と
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
と
に
つ

い
て
、
最
近
の
選
挙
の
結
果
を
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
Ｉ
Ｃ

Ｊ
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
変
化
が
な
い
こ
と
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
お
い
て
は
二
○
一
七
年

以
降
わ
ず
か
な
が
ら
も
明
確
に
増
え
る
傾
向
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
仲
裁
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
紛
争
当
事
者
に
仲
裁
人
選
任
の
権
限

へ

2008年理
へ

2011年型 2012年

へ
一
隅
Ｊ
一

々
Ｆ
【
Ｊ
、

へ

F戸

2014年辿

へ

2017年§Z
へ

2018年塁
へ

2020年聖

改選者中の

女性数
1 1 0 1 0 0 2

当選者中の

女性数
0 2 0 1 0 0 2

〆、

2008年§9
（
ａ
）年１１０２

〆、

2014年堅
へ

2017年②
へ

2020年魁

改選者中の

女性数
0 0 0 0 1

当選者中の

女性数
0 1 0 2 3
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が
あ
る
限
り
、
地
理
的
配
分
に
つ
い
て
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
一
節
で
述
べ

た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
議
長
が
仲
裁
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
政
策
と
し
て
多
様
性
確
保
に
配
慮
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
を
実
際
に
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
条
約
当
事
国
が
仲
裁
人
リ
ス
ト
に
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
四
名
の
間
で
多
様
性

を
図
る
必
要
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
考
盧
に
基
づ
き
、
日
本
を
除
く
先
進
国
は
候
補
者
リ
ス
ト
を
男
女
同
数
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

（
鮪
）

て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
・
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
一
二
・
八
条
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
選
任
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
仲
裁
人
を
候
補
者
リ
ス
ト

の
中
か
ら
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
候
補
者
リ
ス
ト
の
中
に
一
定
の
多
様
性
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く

（
髄
）

Ｅ
Ｕ
は
そ
の
考
盧
か
ら
男
女
同
数
の
リ
ス
ト
と
し
て
い
る
（
日
本
は
全
員
男
性
）
。
た
だ
し
、
日
・
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
で
予
定
さ
れ
て
い
る

仲
裁
は
日
・
Ｅ
Ｕ
間
の
も
の
で
あ
っ
て
、
投
資
家
対
国
家
仲
裁
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
将
来
の
紛
争
当
事
者
が
前
も
っ
て
仲
裁
人
候
補
者

を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
お
く
と
い
う
手
法
で
あ
っ
て
、
同
じ
手
法
を
投
資
家
対
国
家
仲
裁
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て

も
、
「
仲
裁
」
の
核
心
部
分
に
対
す
る
大
幅
な
修
正
で
あ
り
、
仲
裁
制
度
を
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
現
実
的
で
は
な
い
。

（
師
）

そ
こ
で
、
仲
裁
に
関
し
て
現
在
な
さ
れ
て
い
る
試
み
は
、
自
主
的
な
誓
約
を
公
表
す
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
る
。
仲
裁
機
関
や
弁
護
士

事
務
所
な
ど
の
誓
約
は
あ
る
程
度
の
効
果
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
仲
裁
人
の
選
任
が
紛
争
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
紛
争
当
事
者
が
こ

れ
ら
誓
約
を
な
す
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
実
効
性
に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
妬
）
少
の
①
の
冒
号
ご
具
陣
胃
①
の
勺
四
再
庸
の
．
詞
①
の
巳
昌
目
］
門
。
シ
の
冠
、
望
詞
①
の
．
。
（
Ｓ
ｍ
の
耳
①
ロ
号
①
村
呂
置
）
↓
ロ
四
国
．
９
．

（
“
）
臣
○
ｓ
目
①
の
Ｏ
ｐ
ｓ
①
目
旦
①
日
①
貝
昌
Ｏ
ｐ
ａ
ｓ
①
。
鼻
①
Ｈ
園
具
２
日
冨
亘
①
鴨
○
円
ｇ
三
。
巴
四
目
帰
且
①
吋
吋
①
頁
の
の
①
貝
呂
目
冒
呂
○
侭
目
の
四
目
旨
の
貸
匡
号
口
の
↓
国
潤
．

○
目
誤
買
園
冨
目
曼
圏
‐
圏
］
目
匡
画
昌
９
５
〈
耳
日
ご
閂
。
三
ぐ
①
の
．
目
．
曰
く
冨
口
巳
里
届
段
忠
認
電
お
お
〉
・
こ
れ
が
執
行
理
事
会
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
］
旨
ｇ
四

口
四
急
匡
昌
、
＆
【
用
己
目
、
の
①
ロ
・
閂
Ｏ
ｐ
ｇ
①
シ
帰
口
Ｑ
ｍ
さ
Ｈ
冒
訂
日
呉
さ
ロ
巴
国
①
口
呂
＄
。
ご
雪
国
馬
５
口
の
．
農
、
ミ
ロ
○
尉
血
口
臼
・
ロ
闇
卸

（
蝿
）
忍
ュ
目
ロ
ｇ
ｓ
ｑ
所
の
①
Ｈ
ｇ
言
９
口
ロ
旦
具
両
目
目
①
駒
①
の
○
旨
９
口
屡
思
（
ｇ
ｓ
ｂ
“
且
己
胃
①
の
ぎ
Ｈ
言
①
両
日
８
の
ｇ
９
匡
再
具
国
日
ロ
自
国
瞥
扇
も
胃
Ｐ
⑭
．
そ
の
後
、
例

外
的
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
候
補
者
の
全
員
を
多
数
派
の
性
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
忍
１
置
日
の
ｐ
Ｂ
ｑ
シ
の
の
①
口
号
言
ｇ
ｐ
ｐ
昌
呉
胃
Ｈ
ｇ
①
。

”
①
の
○
盲
は
○
口
胃
⑭
↑
昌
画
つ
屋
）
々
ロ
“
Ｈ
騨
毎
酌
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（
鱒
）
冒
訂
目
鼻
５
口
里
○
国
日
冒
巴
○
○
巨
再
．
○
日
Ｈ
①
貝
旨
Ｑ
隠
ゆ
〈
宮
ｇ
晩
ご
言
冒
吾
．
ざ
。
‐
の
目
．
言
ご
匡
○
の
‐
里

（
即
）
退
任
裁
判
官
六
名
の
中
に
女
性
が
一
名
含
ま
れ
て
い
た
二
○
二
○
年
一
二
月
の
選
挙
に
お
い
て
、
女
性
四
名
、
男
性
二
名
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
ｇ
９
１
国
①
＆
○
ロ

呉
の
寓
言
侭
①
の
ｌ
罵
呂
言
圏
月
。
①
口
号
①
Ｈ
ｇ
呂
合
目
の
三
四
の
直
８
‐
§
・
日
ご
ロ
ｚ
旨
①
口
吊
酋
呂
匡
①
８
○
口
の
言
后
①
ｍ
ｓ
Ｂ
ミ
冨
帰
の
時
①
の
号
の
．
四
の
頁
〉
．
過
去
の
選
挙
に
つ

き
、
参
照
、
岡
野
正
敬
「
二
○
○
九
年
の
国
際
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
官
選
挙
の
結
果
と
今
後
の
課
題
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
○
八
巻
一
号
（
二
○
○
九
年
）
九
五
頁
、
加
藤

喜
久
子
「
二
○
一
七
年
の
国
際
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
官
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
二
七
巻
二
号
（
二
○
一
八
年
）
四
六
九
頁
。

（
副
）
醒
箇
８
口
９
口
再
具
出
口
日
自
画
且
思
○
亘
①
の
》
国
瞥
扇
》
○
日
時
①
貝
旨
后
①
印
．
〈
胃
８
史
ミ
ミ
ダ
ン
ミ
．
旦
胃
目
‐
８
月
ｇ
愚
費
己
呉
Ｑ
２
旬
①
ロ
ユ
ロ
烏
①
里
〉

（
砲
）
胃
Ｈ
ｇ
の
目
９
匡
昇
呉
胃
日
自
国
瞥
扇
ｂ
○
口
乞
○
の
昼
ｇ
ｏ
津
房
９
口
昇
ゞ
会
目
印
ミ
ー
婁
言
．
①
○
頁
．
８
①
．
目
弓
畠
①
の
Ｓ
○
日
の
四
の
肩
ざ
Ⅱ
８
日
ｇ
匡
綺
①
の
背
Ⅱ
〉
．
二
○
二
○
年

二
月
現
在
、
ス
イ
ス
国
籍
の
裁
判
官
が
欠
員
と
な
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

（
記
）
岡
野
正
敬
「
二
○
○
八
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
○
七
巻
四
号
（
二
○
○
九
年
）
一
九
四
頁
。

（
乳
）
長
嶺
安
政
「
二
○
二
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
二
一
巻
一
号
（
二
○
一
二
年
）
一
三
○
頁
。

（
弱
）
弓
］
・
閉
①
の
の
幻
①
庸
四
の
①
ゞ
ｚ
Ｏ
＆
白
里
届
》
〈
再
ｇ
里
ご
ざ
ぎ
ぎ
．
豆
‘
＆
．
○
信
念
ｐ
ｇ
Ｑ
聖
①
処
冒
①
の
の
‐
吋
①
］
①
四
の
①
の
ご
酉
＄
雪
セ
氏
〉
．

（
髄
）
弓
］
ゞ
印
①
の
の
罰
里
①
四
の
①
》
ｚ
○
・
画
臼
造
圏
》
〈
耳
ｇ
の
く
言
。
ご
言
．
豆
，
且
．
○
侭
合
匡
ｇ
Ｑ
陸
①
里
冒
①
の
の
‐
Ｈ
里
①
四
ｍ
①
の
ら
邑
囹
ｇ
も
氏
〉
ゞ
ｚ
ｏ
．
ｇ
］
造
閾
．
〈
胃
ｇ
の
“
ご
急
湧
き
．
后
］
‐
２
．

○
吋
廻
口
巨
匡
』
Ｑ
巴
①
の
合
吋
①
の
の
‐
吋
堅
①
固
の
①
の
産
酉
雷
程
セ
氏
〉
．

旨
含
〕
○
且
臼
行
の
ら
９
日
ｇ
ｇ
セ
氏
〉

（
師
）
画
．
唄
画
口
匡
巴
罰
①
胃
の
の
①
貝
胃
５
片

ロ
ロ
匡
巴
罰
①
胃
の
の
①
貝
呂
○
口

ヘヘヘヘヘヘーヘヘヘヘ

66 65 6463 62 61 60 59 58 57
ーーーーー ～ノーー…

濱
本
幸
也
「
二
○
一
八
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
補
欠
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
二
八
巻
一
号
（
二
○
一
九
年
）
一
六
八
頁
。

濱
本
幸
也
「
二
○
二
○
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
」
国
際
法
外
交
雑
誌
二
九
巻
四
号
（
二
○
二
一
年
・
近
刊
）
・

弓
伊
○
切
刃
①
ｍ
の
爵
毎
画
の
①
ゞ
弓
５
○
四
甲
①
ｍ
の
』
圏
．
〈
再
ｇ
囚
ミ
ミ
ョ
ミ
・
昼
○
の
．
○
吋
廻
竺
①
四
日
巳
員
屋
Ｏ
ｍ
ａ
ｏ
８
日
①
具
里
冒
の
の
の
１
吋
①
行
四
の
①
の
ｌ
①
ロ
怪
呂
弓
罰
」
圏
１
画
己
氏
〉
・

弓
Ｆ
○
ｍ
即
①
の
印
罵
房
四
の
①
》
弓
Ｆ
Ｏ
辺
卑
①
の
の
胃
雪
．
〈
茸
ｇ
史
ご
言
舞
コ
ョ
．
匡
○
の
．
○
吋
廻
色
①
且
目
貝
匡
○
の
匡
○
日
日
の
貝
の
合
吋
の
ｍ
ｍ
ｌ
Ｈ
里
の
四
ｍ
①
の
Ｉ
①
眉
房
ご
胃
①
の
の
Ｌ
雪
ｌ
①
眉
●
ロ
魚
〉
・

弓
固
○
切
卑
①
ｍ
の
罵
庁
印
の
①
．
弓
旧
○
辺
卑
の
印
の
巴
四
．
〈
耳
ｇ
典
ご
笥
諄
尋
．
匿
○
の
．
○
Ｈ
廻
包
①
四
日
巳
員
屋
○
の
ａ
ｏ
２
日
①
日
の
合
尉
の
の
の
１
吋
①
行
煙
の
①
の
ｌ
ｇ
怪
呂
弓
詞
ｌ
巴
伊
画
己
氏
〉
．

弓
Ｆ
○
ｍ
甲
①
ｍ
の
房
庁
閉
①
ゞ
弓
巴
○
辺
卑
の
ｍ
の
四
ｓ
．
〈
耳
ｇ
典
ご
言
尹
尋
．
匿
○
の
．
○
Ｈ
廻
色
①
四
日
昌
貝
筐
○
の
ａ
ｏ
８
日
①
貝
里
目
①
ｍ
ｍ
ｌ
Ｈ
①
行
四
の
①
ｍ
ｌ
ｇ
怪
呂
竜
詞
ｌ
忠
Ｐ
向
ｚ
●
ロ
氏
〉
・

弓
Ｆ
○
ｍ
”
①
の
の
房
毎
画
の
①
．
弓
５
○
辺
卑
①
印
の
的
晨
ゞ
〈
茸
ｇ
囚
ご
言
急
ぎ
・
匡
○
の
．
○
時
廻
陸
８
日
己
員
屋
○
の
匡
○
２
日
①
貝
望
胃
①
の
の
１
吋
堅
の
四
の
①
の
ｌ
ｇ
怪
呂
弓
罰
ｌ
ｇ
ｒ
①
ロ
・
ロ
氏
〉
・

ロ
四
画
ご
画
の
①
具
Ｈ
ｏ
ｍ
Ｈ
ｐ
勺
胃
扉
貯
》
の
量
も
、
国
口
○
訂
四
』

ロ
円
画
ｇ
ｚ
Ｏ
里
ｇ
ご
○
津
扁
旨
冒
計
９
日
目
詳
用
匡
且
胃
昏
の
シ
喝
①
四
月
貝
蔚
貢
蔚
９
号
①
両
目
８
８
口
ロ
日
８
画
目
意
９
口
ざ
Ｈ
ｇ
向
８
９
日
甘
思
風
月
吋
呂
Ｂ
呉
思

Ｐ
ｐ
ｍ
屋
再
呂
ら
○
国
岳
①
①
の
国
匡
房
言
ロ
①
貝
具
菩
①
房
庁
呉
冒
昌
ぐ
区
ロ
巴
の
舜
計
○
日
①
君
一
崖
口
ｍ
ｍ
ｐ
ｇ
画
匡
①
さ
の
①
局
く
①
、
、
胃
巨
茸
四
日
筋
々
〈
胃
ｇ
典
ご
弓
急
ぎ
．
日
○
厨
、
０
．

長
谷
部
・
前
掲
注
（
皿
）
。

冒
醇
号
旨
目
○
口
》
含
ヰ
ロ
》
ご
急
言
言
胃
亘
茸
豊
○
口
巨
呂
帰
．
８
ロ
ミ
〉
一
日
房
少
営
８
口
卑
○
目
の
①
ゞ
〈
茸
ｇ
の
》
ご
禺
画
の
‐
哩
号
巴
・
○
【
廻
昏
①
由
箇
８
口
，
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価
値
判
断
の
問
題
で
あ
る
が
故
に
、
法
理
論
と
い
う
よ
り
は
法
政
策
的
決
定
が
必
要
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
地
域
的
・
法
文
化
的
多
様

性
に
つ
い
て
は
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
設
立
当
初
か
ら
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
少
な
く
と
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
の

多
様
性
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
・
Ａ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｒ
・
Ｅ
Ｃ
ｔ
Ｈ
Ｒ
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
に
、
国
家
間
に
お
い
て
さ
え
既

に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
お
け
る
最
近
の
変
化
を
見
て
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
は
も

は
や
時
間
の
問
題
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
と
す
る
と
、
今
後
の
課
題
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ｇ
Ⅲ
に
お
い
て
幅
広
い
多
様
性
概
念
に

つ
き
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
的
・
法
文
化
的
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
以
外
の
多
様
性
の
要
素
を
ど
の
よ
う
に
特
定

し
、
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

の
批
判
で
あ
る
。

判
断
者
の
多
様
性
を
確
保
す
べ
き
と
い
う
決
定
は
、
も
と
よ
り
一
つ
の
価
値
判
断
で
あ
り
、
そ
れ
と
異
な
る
価
値
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題

と
な
り
得
る
。
伝
統
的
な
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
万
国
国
際
法
学
会
盲
呂
目
骨
身
目
目
の
昌
呂
○
口
こ
の
「
国
際
裁
判
官
の
置
か
れ
た
状
況

Ｐ
印
の
冒
昌
ｏ
ｐ
Ｑ
昌
巨
、
①
目
①
目
呂
○
国
巴
弓
ロ
の
己
○
の
昼
○
口
。
津
ロ
①
目
の
昌
呂
○
艮
］
且
、
の
）
」
決
議
（
二
○
一
一
（
域
が
述
べ
る
よ
う
に
、
裁
判
官
選
任

手
続
は
人
格
・
能
力
・
経
験
に
お
い
て
必
要
な
基
準
を
充
た
す
裁
判
官
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

性
・
出
自
・
信
条
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（
一
条
五
項
）
、
と
い
え
ば
十
分
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
多
様
性
の
確
保
を
必
要

と
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
措
置
に
対
し
て
否
定
的
と
も
解
釈
で
き
る
同
決
議
の
立
場
は
反

（
的
）

動
的
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
様
性
の
確
保
に
腐
心
す
る
あ
ま
り
に
能
力
面
で
問
題
の
あ
る
判
断
者
を
選
ん
で
し
ま
う
よ
う
で
は
本
末

転
倒
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
解
自
体
が
既
成
秩
序
に
お
け
る
主
流
派
の
価
値
観
を
無
意
識
的
に
せ
よ
前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、

ロ
Ｈ
Ｏ
Ｈ
ｐ
厨
①
、
〉

お
わ
り
に
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（
船
）
崔
苫
苫
謹
ｓ
菌
号
国
富
ミ
ミ
号
旦
さ
韓
冒
討
ミ
ミ
さ
苫
ミ
、
の
①
の
巴
○
口
鳥
飼
百
○
号
の
（
曽
巨
）
．
計
．
息
．
ロ
』
膿
．

（
的
）
陣
ｇ
冨
昌
①
函
①
ロ
ロ
①
茸
①
く
呂
呂
①
国
．
α
牙
且
①
崗
国
巴
ｇ
ｏ
①
白
目
肘
昌
呂
○
ご
巴
少
巳
巨
ｇ
８
８
ｑ
胃
巳
①
の
・
・
這
冒
、
冒
基
３
画
員
旨
ミ
＆
冒
旦
辱
鳥
ミ
ミ
ミ
ミ
、
さ
ら
ミ
ミ
ミ

旧
ロ
ミ
↓
○
罠
ｏ
ａ
ｐ
己
蔚
旦
ご
印
①
閉
（
目
冒
①
目
９
８
号
巳
．
ｇ
ら
、
日
日
．
侭
．


